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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年６月２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（護岸） 

発生日時 平成２２年９月１６日（木） １５時００分ごろ 

発生場所 大分県大分市大分港  

大分港鶴崎西防波堤灯台から真方位１４８°１,９３０ｍ付近 

（概位 北緯３３°１５.７′ 東経１３１°４１.４′） 

事故調査の経過  平成２２年９月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 釣
つり

吉
きち

丸、１０トン 

 ＯＴ２－１５５６０（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.８０ｍ（Lr）×３.７４ｍ×１.２９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１１０（漁船法馬力数）、平成１６年５月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成８年７月１８日 

  免許証交付日 平成１８年７月１２日 

         （平成２３年７月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首アンカーヘッドに擦過傷 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか２人が乗り組み、釣り客１０人を乗せ、釣りを終え、

釣り場から大分市中島川右岸の係留地に向けて帰途についた。 

船長は、遠隔管制器により機関及び舵を操作して操船し、約１２ノット

の速力で大分港鶴崎泊地を通過したのち、中島川河口の南端付近にある廃

油処理場の沖を航行していたとき、前路に浮遊している木材を発見したの

で、これを避けようとして右転したところ、同処理場の南側にある船溜ま

りの護岸に向くようになった。 

船長は、遠隔管制器を操作して船溜まりの護岸への衝突を避けようとし

たが、平成２２年９月１６日１５時００分ごろ、同護岸に衝突した。 

 本船は、自力で係留地に帰航した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 遠隔管制器による操舵は、舵輪による操舵に比べて舵の動きが遅く、数

秒の時間差があった。 

 釣り客は、救命胴衣を着用していた。 
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分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 本船は、大分港の中島川河口付近を南進中、船

長が、前路に浮遊していた木材を避けようとして

右転した際、船溜まりの護岸に向けて航行するこ

とになり、遠隔管制器で操舵して同護岸への衝突

を避けようとしたが、遠隔管制器を使用したこと

から、舵の追従が遅く、同護岸に衝突したものと

考えられる。 

 本船は、遠隔管制器により操舵すると、舵輪に

よる操舵に比べて舵の追従が遅く、数秒の時間差

があったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、大分港の中島川河口付近を南進中、船長が、前路に

浮遊していた木材を避けようとして右転した際、船溜まりの護岸に向けて

航行することになり、遠隔管制器で操舵して同護岸との衝突を避けようと

したが、遠隔管制器を使用したため、舵の追従が遅く、同護岸に衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  本事故の再発防止策として、次のものが考えられる。 

・可航幅の狭い水域を航行するときには、できる限り、舵の追従が速い

舵輪により操舵することが望ましい。 

※ 「参考」は、今後の同種船舶事故等の再発防止のために役立つと考えられる事項を列挙したもので

ある。 

 




